
国立大学法人小樽商科大学研究料等徴収要項

（平成１６年８月１２日制定）

（趣旨）

第１条 この要項は，国立大学法人小樽商科大学共同研究規程第８条第１項，国立大学法

人小樽商科大学受託研究員規程第６条第１項に規定する研究員の研究料及び国立大学法

人小樽商科大学研修員受入規程第５条第１項に規定する研修員の研究料並びに国立大学

法人小樽商科大学国内研究員受入規程第６条第１項に規定する研究員の研究料に関し，

必要な事項を定めるものとする。

（研究料）

第２条 共同研究員，受託研究員及び研修員並びに国内研究員の研究料は，別表のとおり

とする。

附 則

この要項は，平成１６年８月１２日から施行する。

附 則

この要項は，平成１７年７月２７日から施行する。



別 表

共 同 研 究 員 研 究 料

研 究 期 間 研 究 料

６か月を超えて 1 年以内 ４２０，０００円

６か月以内 ２１０，０００円

受 託 研 究 員 研 究 料

区 分 研 究 期 間 研 究 料

長 期 ６か月を超えて 1 年以内 ５４１，２００円

短 期 ６か月以内 ２７０，６００円

研 修 員 研 究 料

区 分 研究期間 研 究 料

私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研 ３か月 ５４，１２０ 円

修員，公立大学研修員

教員研修センター研修員 ３か月 １６，９２０ 円

国 内 研 究 員 研 究 料

区 分 月 額

教 授 ２８，０００円

助 教 授 １５，０００円

講 師 １１，０００円

助 手 ７，０００円


